
（別記） 
岩手県福祉サービス第三者評価の結果 

 
１ 第三者評価機関 

名 称 
社会福祉法人 
岩手県社会福祉協議会 

認証番号 第２号 

所在地 盛岡市三本柳 8－1－3 評価実施期間 平成 18年４月１日～19年２月 21日 

  
２ 事業者情報 
事業者名称：孝養ハイツ 
（施設名）  

種別：特別養護老人ホーム 

代表者氏名：理事長 小山恭平 
（管理者） 施設長 菅原敏雄 

開設年月日 
   平成５年４月１日 

設置主体：(福)室根孝養会 
経営主体：(福)室根孝養会 

定員（利用人員） 
     ５０ 名 

所在地：一関市室根町折壁字八幡沖 119番地 
TEL ０１９１－６４－３９２３ 
FAX ０１９１－６４－３９２４ 

  
3 総評 

 
◇ 特に評価の高い点 
 地域との交流連携は、ボランティアや実習生の受入れ、地域のニーズに基づく事業への取り

組みが積極的に行われています。 
 利用者本位、利用者満足を求める姿勢が明示され、グループケアの導入により、「寄り添う

ケア」を目指し、その効果も現れています。 
 標準的なサービス実施マニュアルが整備され、サービスの質の確保が図られつつあります。 
  
◇ 改善が求められる点 
 平成１５年度に基本理念が策定されていますが、それまでにあった施設の基本方針との整合

性や法人の使命の明示に不十分な点があります。 
 法人の中長期計画が策定され、これに基づく事業拡大が進んでいますが、サービスの内容の

向上に関しては年度計画への反映が不十分です。 
 将来にわたっての事業展望、人事、財務といった観点での分析、改善が不十分です。とりわ

け、必要な人材の確保や資格者の育成、職員の意識改革、働き甲斐の醸成といった観点での取

り組みが十分とはいえません。 
 各種委員会も設置されサービスの評価見直しの体制づくりを進めていますが、ＰＤＣＡサイ

クルが適切に機能していません。見直しが必要な場面では適宜対応されていますが、組織とし

て手順や規定が定められていないため、責任の所在が明確となっていません。 
 

  



４ 第三者評価結果に対する事業者のコメント 
 福祉施設を運営するなかで、自ら提供しているサービスの内容を検証することは、最も大

切なことと考えている。 
 今回の評価により、問題や課題が明確になり、様々な運営上の要綱やマニュアルを見直す

機会になりました。 
 総合評価は値するものでありましたが、評価後は改善が図られ、少なくとも受審前よりは

向上致しております。 
 今後更に鋭意改善に向けて頑張って参ります。 

  
５ 各評価項目にかかる第三者評価結果 
 （別紙） 



孝養ハイツ 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
  
Ⅰ－１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 
Ⅰ-１-（１）理念、基本方針が確立されている。    

Ⅰ-１-(1)-① 理念が明文化されている。 ｂ  
Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針が明文化されている。 ｂ 

Ⅰ-１-（２）理念や基本方針が周知されている。  

Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針が職員に周知されている。 b  
Ⅰ-１-(2)-② 理念や基本方針が利用者等に周知されている。 b 

 
Ⅱ－２ 計画の策定 

 第三者評価結果 
Ⅰ-２-（１）中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。  

Ⅰ-２-(1)-① 中・長期計画が策定されている。 ａ  
Ⅰ-２-(1)-② 中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 ａ 

Ⅰ-２-（２）計画が適切に策定されている。      

Ⅰ-２-(2)-① 計画の策定が組織的に行われている。 ｂ  
Ⅰ-２-(2)-② 計画が職員や利用者に周知されている。 ｂ 

  
Ⅲ-３ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 
Ⅰ-３-（１）管理者の責任が明確化されている。  

Ⅰ-３-(1)-① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ｂ  
Ⅰ-３-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組みを行

っている。 ｂ 

Ⅰ-３-（２） 管理者のリーダーシップが発揮されている。  

Ⅰ-３-(2)-① 質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮し
ている。 ｂ 

 

Ⅰ-３-(2)-② 経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力
を発揮している。 ｂ 

 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ 組織の運営管理 
 
Ⅱ－１ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 
Ⅱ-１-（１）経営環境の変化等に適切に対応している。  

Ⅱ-１-(1)-① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 ｂ 

Ⅱ-１-(1)-② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取り組 
      みを行っている。 ｂ 

 

Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査が実施されている。  

 
Ⅱ－２ 人材の確保・養成 

 第三者評価結果 
Ⅱ-２-（１）人事管理の体制が整備されている。  

Ⅱ-２-(1)-① 必要な人材に関する具体的なプランが確立している。 ｃ  
Ⅱ-２-(1)-② 人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 ｃ 

Ⅱ-２-（２）職員の就業状況に配慮がなされている。  

Ⅱ-２-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する 
       仕組みが構築されている。 ｃ 

 

Ⅱ-２-(2)-② 福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 ａ 

Ⅱ-２-（３）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。  

Ⅱ-２-(3)-① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 ｂ 

Ⅱ-２-(3)-② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定
され計画に基づいて具体的な取り組みが行われている。 ｃ 

 

Ⅱ-２-(3)-③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行って 
いる。 ｃ 

Ⅱ-２-（４）実習生の受け入れが適切に行われている。  

Ⅱ-２-(4)-① 実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし体 
制を整備している。 ａ 

 

Ⅱ-２-(4)-② 実習生の育成について積極的な取り組みを行っている。 ｂ 

 
Ⅱ－３ 安全管理 

 第三者評価結果 
Ⅱ-３-（１）利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。  

Ⅱ-３-(1)-① 緊急時（事故、感染病の発生時など）の対応など利用 
者の安全確保のための体制が整備されている。 

ｂ  

Ⅱ-３-(1)-② 利用者の安全確保のためのリスクを把握し対策を実行 
      している。 

ｂ 

 



Ⅱ－４ 地域との交流と連携 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第三者評価結果 
Ⅱ-４-（１）地域との関係が適切に確保されている。  

Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ａ 

Ⅱ-４-(1)-② 事業所が有する機能を地域に還元している。 ｂ 

 

Ⅱ-４-(1)-③ ボランティアを受け入れに対する基本姿勢を明確にし体 
制を確立している。 ｂ 

Ⅱ-４-（２）関係機関との連携が確保されている。  

Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。 ｂ  
Ⅱ-４-(2)-② 関係機関等との連携が適切に行われている。 ｂ 

Ⅱ-４-（３）地域の福祉向上のための取り組みを行っている。  

Ⅱ-４-(3)-① 地域の福祉ニーズを把握している。 ｂ  
Ⅱ-４-(3)-② 地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。 ａ 



Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 
Ⅲ－１ 利用者本位の福祉サービス  

 
Ⅲ－２ サービスの質の確保 

 第三者評価結果 
Ⅲ-２-（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。  

Ⅲ-２-(1)-① サービス内容について定期的に評価を行う体制を整 
      備している。 ｃ 

Ⅲ-２-(1)-② 評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を 
      明確にしている。  ｃ 

 
 
 
 
 Ⅲ-２-(1)-③ 課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。 ｃ 

Ⅲ-２-（２）個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。  

Ⅲ-２-(2)-① 個々のサービスについて標準的な実施方法が文書化 
      されサービスが提供されている。 ａ 

 

Ⅲ-２-(2)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確 
      立している。 ｂ 

Ⅲ-２-（３）サービス実施の記録が適切に行われている。  

Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行 
われている。 ａ 

Ⅲ-２-(3)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ 

 
 
 

Ⅲ-２-(3)-③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化して 
いる。  ａ 

 
 
 

 第三者評価結果 
Ⅲ-１-（１）利用者を尊重する姿勢が明示されている。  

Ⅲ-１-(1)-① 利用者を尊重したサービス提供について共通の理解を 
      もつための取り組みを行っている。 ａ 

 

Ⅲ-１-(1)-② 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル 
      等を整備している。 ａ 

Ⅲ-１-（２）利用者満足の向上に努めている。  

Ⅲ-１-(2)-① 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している。 ｂ  
Ⅲ-１-(2)-② 利用者満足の向上に向けた取り組みを行っている。 ｂ 

Ⅲ-１-（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。  

 Ⅲ-１-(3)-① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 ｂ 

Ⅲ-１-(3)-② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能してい 
る。 ｂ 

 

Ⅲ-１-(3)-③ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 ｃ 



Ⅲ―３ サービスの開始・継続 
 第三者評価結果 
Ⅲ-３-（１）サービス提供の開始が適切に行われている。  

Ⅲ-３-(1)-① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提 
      供している。 ｂ 

 
 
 
 

Ⅲ-３-(1)-② サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得 
ている。 ａ 

Ⅲ-３-（２）サービスの継続性に配慮した対応が行われている。  

 Ⅲ-３-(2)-① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービス 
      の継続性に配慮した対応を行っている。 ｂ 

  
Ⅲ－４ サービス実施計画の策定 

 第三者評価結果 
Ⅲ-４-（１）利用者のアセスメントが行われている。  

Ⅲ-４-(1)-① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 ｂ  
 
 

Ⅲ-４-(1)-② 利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示して 
いる。 ｂ 

Ⅲ-４-（２）利用者に対するサービス実施計画が策定されている。  

Ⅲ-４-(2)-① サービス実施計画を適切に策定している。 ｂ  
Ⅲ-４-(2)-② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行って 
      いる。 ｂ 

 
 


